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―◆ 令和7年労働災害発生状況 ◆―
　令和７年における池袋労働基準監督署管内の労働災害は、死亡災害が３件、休業４日以上の死傷災
害は９３１件となっており、令和６年の同時期と比べ、死亡災害は同件数、死傷災害は１１.８％減と
なっています。（確定値は本年４月末頃となります）
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■ 労働基準監督署へ郵送により届出を行う場合のお願い
　監督署の宛先の後に、例えば「就業規則在中」、「安全衛生課あて」など担当部署がわかるよう

にご協力をお願いします。
① 郵送により届出を行い、控えを必要とする場合は、以下のものを同封するようご協力をお願い

　　　します。
　・原本及び控え（写）
　・返送用の切手及び封筒（封筒に切手を貼り付け、返送先を記入してください。）
　・送付状（同封した内容物とその数量を記入してください。）　
　・３月３１日の前後では、毎年窓口で届出が急増する時期となっております。お早目の手続き
　　をお勧めいたします。
② 返送先が提出代行した社会保険労務士となる場合は、以下の点についてもお願いいたします。
　・原本及び控え（写）に、社会保険労務士の記名　
　・返送用封筒に、社会保険労務士の氏名・所在地の記入
　・送付状に、提出代行により届出を行う事業場の名称の記入
　・特に法人化されている場合にはご留意ください。

■ 健康診断結果報告書等の提出のお願い
　定期健康診断（労働者 50 人以上の事業場（以下「50 人以上」）、及び、特殊健康診断（有機溶剤、

特定化学物質、石綿等）は実施後遅滞なく報告が必要です。

　また、心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）（50 人以上）やじん肺健

康管理実施状況報告は、健診等を実施していなくても、報告を行うことが義務付けられています。

　労働安全衛生法では、事業者は、常時 50 人以上の労働者を使用する事業者にあっては、定期健

康診断実施後遅滞なく、定期健康診断結果報告書（様式第 6号）を所轄労働基準監督署長に提出

することが義務付けられています。（特殊健康診断結果報告書については、労働者数に関わらず報

告が義務付けられています。）    

　また、同法において、常時 50 人以上の労働者を使用する事業者にあっては、常時使用する労働

者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検

査（以下「ストレスチェック」という。）を行うことが義務付けられているとともに、ストレスチェッ

ク実施の有無に関わらず、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書（様式第 6号

の 3）を所轄労働基準監督署長に提出することが義務付けられています。

　なお、令和 7年１月１日より以下の手続きについて、電子申請が原則義務化されております。

　・定期健康診断結果報告 ・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

　・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 ・有機溶剤等健康診断結果報告

　・じん肺健康管理実施状況報告 ・労働者死傷病報告

　・総括安全衛生管理者 /安全管理者 /衛生管理者 /産業医の選任報告

池袋労働基準監督署からのお知らせ
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家内労働の委託をしている委託者の方へ

「委託状況届」は４月 30 日までに提出してください
　家内労働者へ仕事（内職等）を委託している委託者の方は、家内労働法による「委
託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。
　これは、毎年４月１日現在の家内労働者数等について、所轄労働基準監督署を通じ
て東京労働局に届け出るものです。用紙は最寄りの労働基準監督署で入手又は以下の
東京労働局ホームページからダウンロードし、４月３０日までに提出してください。
（令和２年１２月２５日付けで「委託状況届」の様式が改定されています。）
　なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて、他人を使わず、
同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいますので、宛名書
き等のような事務の代行及びホームページの構築など物の加工を伴わない委託を受け
ている人は、「家内労働者」に該当しません。
　詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係（０３-３５１２-１６１４）又
は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
　東京労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/
pamphlet_leaflet/chingin_kanairoudou/_121062.html

年度末・初めにおける３６協定届等の届出について
●３６協定届等について、毎年３月と４月は、郵送・電子申請を問わず、労働基準　
　監督署への届出が集中します。
　　速やかな受付処理に努めておりますが、受付処理に１か月以上お時間を頂くこと
　があります。
　　なお、３６協定届等については、届出された順番に審査を行っております。 
　企業情報保護の観点から、審査状況や書類到達に関するお問い合わせにはお答えを
　差し控えさせて頂く場合があります。 
　御理解いただきますようお願いいたします。 

● 労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができるようにな
　りました。
　　記入漏れなどを防ぐエラーチェック機能が備わっているほか、届出先の労働基準
　監督署が自動選択される機能や、次回届出時のリマインド・複写機能など、作業負
　担の軽減などに繋がる便利な機能が備わっております。
　　労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」を活用した電子申請をぜひご検
　討ください。
　　労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」のリンク先はこちらです。
　　https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/ 
　　東京労働局労働基準部監督課
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　令和８年新年賀詞交歓会が１月２１日(水)午後５時よ
り、ホテルベルクラシック東京において、ご来賓の皆様
及び会員事業場の皆様が多数参加され開催されました。
　豊城勇一副会長の司会で、今井敏弘会長の新年の挨拶
に続き、ご来賓の板橋区産業経済部長家田彩子様、池袋
労働基準監督署副署長上村和也様、池袋公共職業安定所
長髙橋大弐様の３名よりご祝辞をいただきました。
　続いて貝和博副会長よりご来賓ご紹介、そして一般社
団法人練馬産業連合会井口薫会長のご発声で乾杯により
祝宴が始まりました。その後、ご来賓の皆様と会員の
方々との名刺交換や懇談と交流が随所で行なわれ、今回
は獅子舞と南京玉すだれの演舞披露により、新年の門出
に相応しい和やかな会となりました。最後に上田一成副
会長の中締めにより、盛会のうちに閉会となりました。
　なお会場となったホテルベルクラシック東京は、本年
１月より当協会の新会員となりました。

ご　　来　　賓　
板橋区産業経済部長　　　　　　　　　　　　　　　　　 家田　彩子様
池袋労働基準監督署副署長　　　　　　　　　　　　　　 上村　和也様
池袋公共職業安定所長　　　　　　　　　　　　　　　　 髙橋　大弐様
一般社団法人豊島産業協会副会長　　　　　　　　　　　 貝和　　博様
一般社団法人板橋産業連合会会長　　　　　　　　　　　 豊城　勇一様
一般社団法人練馬産業連合会会長　　　　　　　　　　　 井口　　薫様
東京商工会議所板橋支部事務局長　　　　　 　　　　　　伊東　　海様
東京商工会議所練馬支部会長　　　　　　　 　　　　　　井口　　薫様
公益社団法人東京労働基準協会連合会専務理事　　　　　 上島　卓司様
建設業労働災害防止協会東京支部豊島･板橋･練馬分会長    井上　靖雄様

一般社団法人 池袋労働基準協会

新 年 賀 詞 交 歓 会 を 開 催

◆ 新規会員事業場のご案内 ( 令和 8 年 1 月 )  ◆

事業場名

ホテルベルクラシック東京

所在地

豊島区南大塚３-３３-６

事業内容

ホテル事業
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　当協会主催講習会等についての内容、お申し込みは同封のご案内か当協会ホームページをご覧ください。
他地区協会との共催講習会の内容、お申し込みは当協会ホームページをご覧ください。
　なお、講習会等については中止となることもありますので、ホームページをご覧になるか、事務局までお尋
ねください。

協会ホームページ　http://www.ikerokyo.or.jp/
講習会等申込書、入会申込書をダウンロードできます。　講習会等のご案内については、随時更新いたします。

2026年（令和8年）4月～2027年(令和９年）３月講習会等実施計画（予定）

3月

予定

16·17日

1月

＜池袋協会主催講習会等＞

5月

26日

19·20日

27日

4月

9日

6月

5日

23·24日

23日

3·4日

17日

25日

7月

17日

9月

7日

15·16日

2月

25·26日

4日

10月

29·30日

6日

11月

27日

12月

予定

8月新入社員安全衛生教育等講習会

令和 8年度 定時総会・懇親会のご案内
開催日時：令和８年６月１７日（水）

総　　会：午後 4時～（予定）

懇 親 会：午後 5時～（予定）

会　　場：ホテルカデンツァ東京

　　　※開催通知、出欠の確認、委任状（返信用はがき）などは、５月発行予定の

　　　　会報に同封いたします。


